
◆
河

南
町

地
域

公
共

交
通

運
行

計
画

（
案

）

第
２
回

河
南
町
地
域
公
共
交
通
会
議

平
成

２
７
年

８
月

２
８
日

河
南

町



1

路
線

バ
ス

と
相

互
に

補
完

し
合

い
、

住
民

が
主

体
と

な
り

、
買

い
物

や
通

院
な

ど
町

域
内

で
の

移
動

の
円

滑
化

を

図
る

た
め

、
以

下
の

利
用

者
を

想
定

し
、

循
環

バ
ス

、
山

手
路

線
の

運
行

を
確

立
す

る
。

【
想

定
利

用
者

】

●
自

動
車

免
許

を
有

し
な

い
住

民

●
自

動
車

の
運

転
を

控
え

て
い

る
住

民

●
安

全
性

の
観

点
で

自
家

用
車

か
ら

公
共

交
通

を
選

択
す

る
住

民

●
公

共
交

通
の

サ
ー

ビ
ス

水
準

が
低

い
地

域
の

住
民

な
ど

１
．

計
画

の
目

的
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2
２

．
循

環
バ

ス
の

運
行

計
画

（
案

）

（
１

）
バ

ス
停

【
バ

ス
停

設
置

方
針

】

■
住

宅
集

積
地

を
カ

バ
ー

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
る

（
近

隣
住

民
の

意
向

を
考

慮
）

■
バ

ス
停

間
隔

は
概

ね
「

４
０

０
ｍ

」
を

基
本

と
す

る

・
バ

ス
停

間
隔

の
根

拠
（

地
域

公
共

交
通

づ
く

り
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
国

土
交

通
省

）
。

市
街

地
で

は
3
0
0
ｍ

～
4
0
0
ｍ

間
隔

が
一

般
的

。
住

民
意

見
や

沿
道

状
況

を
勘

案
し

て
間

隔
を

調
整

。
た

だ
し

、
数

が
多

い
と

維
持

管
理

に
費

用
が

か
か

る
。

→
起

終
点

（
か

な
ん

ぴ
あ

）
及

び
ル

ー
ト

の
端

部
か

ら
バ

ス
停

間
隔

（
約

４
０

０
ｍ

）
を

設
定

す
る

。

■
交

通
安

全
の

観
点

か
ら

で
き

る
だ

け
路

外
に

バ
ス

停
を

設
置

す
る

（
公

共
施

設
等

の
敷

地
内

）

→
公

共
施

設
等

に
バ

ス
停

を
設

置
す

る
（

か
な

ん
ぴ

あ
（

起
終

点
）

、
河

南
町

役
場

、
ス

ー
パ

ー
（

例
示

：
オ

ー
ク

ワ

等
）

）
。

■
路

上
の

バ
ス

停
設

置
に

つ
い

て
は

、
安

全
性

が
確

保
さ

れ
る

場
所

、
交

通
へ

の
影

響
が

少
な

い
場

所
な

ど
道

路
管

理
者

や
交

通
管

理
者

等
の

各
関

係
機

関
と

十
分

協
議

し
設

置
す

る
。

●
各

循
環

バ
ス

の
バ

ス
停

数

・
北

部
循

環
バ

ス
：

１
７

箇
所

・
南

部
循

環
バ

ス
（

Ａ
）

：
１

８
箇

所

・
南

部
循

環
バ

ス
（

Ｂ
）

：
１

８
箇

所
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3

（
２

）
運

行
日

商
業

施
設

や
病

院
、

公
共

施
設

な
ど

の
営

業
日

な
ど

を
踏

ま
え

、
出

来
る

限
り

利
用

者
の

利
便

性
を

確
保

す
る

運
行

と
す

る
。

【
運

行
時

間
】

●
運

行
時

間
帯

は
、

「
午

前
８

時
台

～
午

後
７

時
台

」
を

基
本

と
す

る

【
運

行
頻

度
】

●
「

１
時

間
に

１
本

」

●
北

部
循

環
バ

ス
：

「
毎

日
」

運
行

●
南

部
循

環
バ

ス
（

Ａ
）

、
（

Ｂ
）

：
「

隔
日

」
運

行

・
日
曜
日
は
別
ダ
イ
ヤ
と
す
る
（
道
の
駅
便
を
含
む
）
。

・
年
末
年
始
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
や
事
業
者
提
案
を
踏
ま
え
、
運
休
を
含
め
検
討
す
る
。

（
３

）
運

行
時

間
・

運
行

頻
度

買
い

物
・

通
院

な
ど

の
日

常
生

活
で

の
利

用
を

想
定

し
、

朝
か

ら
夕

方
ま

で
の

運
行

と
す

る
。

目
的

地
で

の
所

要
時

間
を

出
来

る
限

り
考

慮
し

た
運

行
頻

度
と

す
る

。



0

5,
00

0

10
,0
00

15
,0
00

20
,0
00

25
,0
00

30
,0
00

35
,0
00

0
50

10
0

15
0

20
0

町 の 負 担 額 （ 千 円 / 年 ）

想
定
利
用

者
数
（
人

/日
）

想
定

利
用

者
数

の
5
0
％
：
7
4
人
/
日

町
の

負
担

額
：
2
2
,3
2
4
千
円

/
年

想
定

利
用

者
数

の
2
5
％
：
3
7
人
/
日

町
の
負
担
額
：
2
7
,6
6
2
千

円
/
年

想
定

利
用

者
数

の
1
0
0
％
：
1
4
9人

/
日

町
の
負
担
額
：
1
1
,6
4
8
千

円
/
年

4

（
４

）
運

賃

運
賃

は
分

か
り

や
す

さ
を

重
視

し
、

均
一

性
と

す
る

。
た

だ
し

、
地

域
公

共
交

通
の

持
続

的
な

確
保

・
維

持
の

た
め

、
あ

る
程

度
の

収
益

性
や

区
域

住
民

の
意

向
等

を
踏

ま
え

た
運

賃
設

定
を

行
う

。

●
１

乗
車

１
回

１
０

０
円

～
２

０
０

円
の

有
償

運
送

と
す

る

【
料

金
設

定
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
（

町
の

負
担

額
）

】

・
想

定
利

用
者

数
（

潜
在

需
要

）
：

1
４

９
人

（
買

い
物

、
病

院
、

公
共

施
設

）

・
運

行
経

費
：

3
3
,0

0
0
千

円
（

2
9
人

乗
×

２
台

）

【
２

０
０

円
設

定
】

【
１

０
０

円
設

定
】

0

5,
00

0

10
,0
00

15
,0
00

20
,0
00

25
,0
00

30
,0
00

35
,0
00

0
50

10
0

15
0

20
0

町 の 負 担 額 （ 千 円 / 年 ）

想
定
利

用
者

数
（
人

/日
）

想
定

利
用

者
数

の
5
0
％

：
7
4
人

/
日

町
の

負
担

額
：
2
7
,6
6
2
千

円
/
年

想
定

利
用

者
数

の
2
5
％

：
3
7
人

/
日

町
の

負
担

額
：
3
0
,3
3
1
千

円
/
年

想
定

利
用

者
数

の
1
0
0
％

：
1
4
9人

/
日

町
の
負
担
額
：
2
2
,3
2
4
千

円
/
年



5

（
５

）
運

行
車

両
・

使
用

台
数

運
行

ル
ー

ト
で

は
幅

員
の

狭
い

道
路

も
運

行
す

る
こ

と
か

ら
マ

イ
ク

ロ
バ

ス
程

度
と

す
る

（
バ

ス
の

大
き

さ
は

、
や

ま
な

み
バ

ス
で

使
用

し
て

い
る

車
両

）
。

ま
た

利
用

者
（

需
要

）
に

応
じ

た
車

両
と

サ
イ

ズ
も

考
慮

す
る

（
１

便
当

た
り

の
平

均
乗

降
数

は

1
4
人

/
便

（
想

定
利

用
者

数
よ

り
）

）
。

●
運

行
車

両
：

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

（
定

員
：

2
9
名

）

●
使

用
台

数
：

２
台

（
北

部
：

１
台

、
南

部
：

１
台

）



6

第
４

条
に

基
づ

く
事

業
者

に
よ

る
運

送
の

可
否

（
６

）
運

行
主

体

道
路

上
で

旅
客

輸
送

す
る

行
為

は
「

道
路

運
送

法
」

に
よ

り
規

定
さ

れ
て

お
り

、
有

償
で

旅
客

を
乗

せ
て

運
行

を
行

う
こ

と
は

、

国
土

交
通

大
臣

の
許

可
が

必
要

と
な

る
。

一
般

に
安

全
性

確
保

の
観

点
か

ら
、

道
路

運
送

法
第

４
条

で
規

定
さ

れ
る

一
般

乗
合

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

に
よ

る
運

行
が

望
ま

し
い

が
、

ど
う

し
て

も
対

応
で

き
な

い
場

合
は

、
道

路
運

送
法

第
7
9
条

に
基

づ
く

市
町

村
運

営
有

償
輸

送
に

よ
り

運
行

を

行
う

こ
と

も
で

き
る

。

●
河

南
町

（
運

転
業

務
を

交
通

事
業

者
等

に
委

託
）

【
運

行
主

体
の

設
定

方
針

】

可
能

河
南

町
が

自
ら

運
行

（
運

転
業

務
を

交
通

事
業

者
等

に
委

託
）

運
行

主
体

（
民

間
交

通
事

業
者

へ
の

委
託

）

不
可

能

地
域

公
共

交
通

会
議

に
よ

り
、

市
町

村
運

送
の

必
要

性
に

つ
い

て
合

意
を

得
た

上
で

、
第

7
9
条

の
有

償
輸

送
の

登
録

が
可

能

【
市

町
村

運
送

の
必

要
性

】
・

公
共

交
通

空
白

地
域

：
路

線
バ

ス
サ

ー
ビ

ス
が

カ
バ

ー
さ

れ
て

い
な

い
箇

所
が

あ
る

町
北

部
と

町
南

部
を

結
ぶ

移
動

手
段

が
な

い
・

公
共

交
通

不
便

地
域

：
路

線
バ

ス
の

早
朝

時
（

通
勤

・
通

学
時

間
帯

）
と

昼
間

時
（

買
い

物
、

通
院

時
間

帯
）

に
サ

ー
ビ

ス
レ

ベ
ル

の
格

差
が

大
き

い
（

さ
く

ら
坂

の
昼

間
時

は
２

時
間

に
１

本
程

度
）

→
公

共
交

通
空

白
地

域
、

公
共

交
通

不
便

地
域

が
存

在
す

る

公
共

交
通

不
便

地
域

：
運

行
本

数
が

１
時

間
に

１
本

程
度

の
地

域
公

共
交

通
空

白
地

域
：

バ
ス

停
か

ら
３

０
０

ｍ
以

上
離

れ
た

地
域



7

図
．
２

路
線
バ
ス
の
早
朝
及
び
昼
間
時
間
帯
の
運
行
本
数

図
．
１

路
線
バ
ス
の
停
留
所
サ
ー
ビ
ス
範
囲



8
３

．
山

手
路

線
運

行
計

画
（

案
）

（
１

）
停

留
所

【
停

留
所

設
置

方
針

】

■
集

落
地

を
カ

バ
ー

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
る

（
近

隣
住

民
の

意
向

を
考

慮
）

■
停

留
所

は
集

落
内

に
設

け
る

。

■
停

留
所

間
隔

は
概

ね
「

４
０

０
ｍ

」
を

基
本

と
す

る

・
停

留
所

間
隔

の
根

拠
（

地
域

公
共

交
通

づ
く

り
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
国

土
交

通
省

）
。

■
交

通
安

全
の

観
点

か
ら

で
き

る
だ

け
路

外
に

停
留

所
を

設
置

す
る

（
公

共
施

設
等

の
敷

地
内

）

→
公

共
施

設
等

に
停

留
所

を
設

置
す

る
（

か
な

ん
ぴ

あ
（

起
終

点
）

、
河

南
町

役
場

、
ス

ー
パ

ー
（

例
示

：
オ

ー
ク

ワ

等
）

）
。

■
路

上
の

停
留

所
設

置
に

つ
い

て
は

、
安

全
性

が
確

保
さ

れ
る

場
所

、
交

通
へ

の
影

響
が

少
な

い
場

所
な

ど
道

路
管

理
者

や
交

通
管

理
者

等
の

各
関

係
機

関
と

十
分

協
議

し
設

置
す

る
。

●
各

山
手

路
線

の
停

留
所

数

・
山

手
路

線
（

Ａ
）

：
平

石
：

２
箇

所
、

持
尾

：
１

箇
所

か
な

ん
ぴ

あ
・

役
場

等
：

３
箇

所
計

６
箇

所

・
山

手
路

線
（

Ｂ
）

：
弘

川
：

１
箇

所
、

下
河

内
：

１
箇

所
、

上
河

内
：

１
箇

所
、

青
崩

：
３

箇
所

か
な

ん
ぴ

あ
・

役
場

等
：

３
箇

所
計

９
箇

所
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9

（
２

）
運

行
日

商
業

施
設

や
病

院
、

公
共

施
設

な
ど

の
営

業
日

や
利

用
者

数
な

ど
を

踏
ま

え
、

出
来

る
限

り
利

用
者

の
利

便
性

を
確

保
す

る
。

運
行

と
す

る
。

【
運

行
時

間
】

●
運

行
時

間
帯

は
、

「
午

前
８

時
台

～
午

後
５

時
台

」
を

基
本

と
す

る

【
運

行
頻

度
】

●
「

２
時

間
に

１
本

」

●
月

曜
日

か
ら

土
曜

日
の

「
隔

日
」

の
運

行
を

基
本

と
す

る

・
年

末
年
始
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
や
事
業
者
提
案
を
踏
ま
え
、
運
休
を
含
め
検
討
す
る
。

（
３

）
運

行
時

間
・

運
行

頻
度

買
い

物
・

通
院

な
ど

の
日

常
生

活
で

の
利

用
を

想
定

し
、

朝
か

ら
夕

方
ま

で
の

運
行

と
す

る
。

目
的

地
で

の
所

要
時

間
を

出
来

る
限

り
考

慮
し

た
運

行
頻

度
と

す
る

。



10

（
４

）
運

賃

運
賃

は
分

か
り

や
す

さ
を

重
視

し
、

均
一

性
と

す
る

。
た

だ
し

、
地

域
公

共
交

通
の

持
続

的
な

確
保

・
維

持
の

た
め

、
あ

る
程

度
の

収
益

性
や

区
域

住
民

の
意

向
等

を
踏

ま
え

た
運

賃
設

定
を

行
う

。

●
１

乗
車

１
回

２
０

０
円

～
４

０
０

円
の

有
償

運
送

と
す

る

【
料

金
設

定
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
（

町
の

負
担

額
）

】

・
想

定
利

用
者

数
（

潜
在

需
要

）
：

１
８

人
（

買
い

物
、

病
院

、
公

共
施

設
）

・
運

行
経

費
：

1
0
,0

0
0
千

円
（

５
人

乗
×

１
台

）

【
４

０
０

円
設

定
】

【
２

０
０

円
設

定
】

0

2,
00

0

4,
00

0

6,
00

0

8,
00

0

10
,0
00

0
5

10
15

20

町 の 負 担 額 （ 千 円 / 年 ）

想
定

利
用

者
数

（
人

/日
）

想
定

利
用

者
数

の
5
0
％

：
9
人

/
日

町
の

負
担

額
：9

,4
6
0
千

円
/
年

想
定

利
用

者
数

の
2
5
％

：
4
人

/
日

町
の

負
担

額
：
9
,7
3
0
千

円
/
年

想
定

利
用

者
数

の
1
0
0
％

：
1
8
人

/
日

町
の
負
担
額
：
8
,9
2
0
千

円
/
年

0

2,
00

0

4,
00

0

6,
00

0

8,
00

0

10
,0
00

0
5

10
15

20

町 の 負 担 額 （ 千 円 / 年 ）

想
定

利
用

者
数

（
人

/日
）

想
定

利
用

者
数

の
5
0
％

：
9
人

/
日

町
の
負
担
額
：
8
,9
2
0
円
/
年

想
定

利
用

者
数

の
2
5
％
：
4
人

/
日

町
の

負
担

額
：
9
,4
6
0
千

円
/
年

想
定

利
用

者
数

の
1
0
0
％

：
1
8
人
/日

町
の

負
担

額
：
7
,8
4
0
千

円
/
年
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（
５

）
運

行
車

両
・

使
用

台
数

運
行

ル
ー

ト
で

は
幅

員
の

非
常

に
狭

い
道

路
も

運
行

す
る

こ
と

か
ら

セ
ダ

ン
型

乗
用

車
程

度
と

す
る

。
ま

た
利

用
者

（
需

要
）

に
応

じ
た

車
両

と
サ

イ
ズ

も
考

慮
す

る
（

１
便

当
た

り
の

平
均

乗
降

数
は

２
人

/
便

（
想

定
利

用
者

数
よ

り
）

）
。

●
運

行
車

両
：

セ
ダ

ン
型

乗
用

車
定

員
４

～
５

名

●
使

用
台

数
：

１
台

（
６

）
運

行
主

体

普
通

乗
用

車
に

よ
る

運
行

を
行

う
こ

と
か

ら
、

タ
ク

シ
ー

事
業

者
と

す
る

。

●
タ

ク
シ

ー
事

業
者
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■
運

行
計

画
（

案
）

項
目

循
環
バ
ス
運

行
計

画
（
案

）
山
手
路

線
運

行
計

画
（
案

）

・
北

部
循

環
バ
ス
：
石

川
・
大

宝
区

域
周

辺
・
山
手

路
線

（
Ａ
）
：
平

石
、
持
尾

・
南

部
循

環
バ
ス
（
Ａ
）
：
さ
く
ら
坂

・
鈴
美

台
区

域
周

辺
・
山
手

路
線

（
Ｂ
）
：
弘

川
、
下
河
内

・
上
河

内
、
青
崩

・
南

部
循

環
バ
ス
（
Ｂ
）
：
白
木

・
中
村

区
域

周
辺

・
北

部
循

環
バ
ス
：
１
７
箇

所
・
山
手

路
線

（
Ａ
）
：
６
箇
所

・
南

部
循

環
バ
ス
（
Ａ
）
：
１
８
箇

所
・
山
手

路
線

（
Ｂ
）
：
９
箇
所

・
南

部
循

環
バ
ス
（
Ｂ
）
：
１
８
箇
所

・
北

部
循

環
バ
ス
：
毎

日
運

行
月
曜

日
か
ら
土
曜

日
の

隔
日
運

行

・
南

部
循

環
バ
ス
（
Ａ
）
・
（
Ｂ
）
：
隔
日
運

行

運
行

時
間

帯
午

前
８
時
台
～

午
後

７
時

台
午
前

８
時

台
～
午

後
５
時
台

運
行

頻
度

１
時
間

に
１
本

２
時

間
に
１
本

運
賃

１
０
０
円
/
回

～
２
０
０
円
/
回

２
０
０
円

/
回
～

４
０
０
円

/
回

運
行
車

両
・
使

用
台

数
マ
イ
ク
ロ
バ

ス
（
定
員

2
9
名
）

２
台

セ
ダ
ン
型

乗
用
車

（
定
員

４
～

５
名

）
１
台

運
行

主
体

河
南

町
タ
ク
シ
ー
事
業

者

運
行

路
線

バ
ス
停

（
停
留

所
）

運
行

日
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（
１

）
サ

ポ
ー

タ
ー

制
度

の
導

入
検

討

事
業

性
の

確
保

を
行

う
た

め
、

住
民

・
事

業
者

か
ら

の
協

賛
を

募
る

。

協
賛

方
法

に
つ

い
て

は
、

単
な

る
協

賛
金

・
寄

付
金

だ
け

で
は

な
く

、
バ

ス
停

（
停

留
所

）
設

置
時

の
私

有
地

使
用

許
可

、

ベ
ン

チ
・

風
雨

よ
け

等
の

提
供

、
花

壇
の

維
持

管
理

、
バ

ス
停

（
停

留
所

）
の

清
掃

維
持

等
、

様
々

な
協

賛
方

法
が

あ
る

た

め
、

住
民

・
事

業
者

の
自

由
な

発
想

に
よ

る
協

力
を

仰
ぐ

。

４
．

利
用

促
進

策

（
２

）
広

告
事

業
の

導
入

検
討

時
刻

表
・

バ
ス

停
（

停
留

所
）

・
車

両
等

に
お

け
る

広
告

事
業

を
行

う
。

（
３

）
広

報
活

動

時
刻

表
の

作
成

・
配

布
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

や
広

報
に

よ
る

情
報

発
信

、
住

民
説

明
会

等
を

実
施

し
、

広
く

住
民

に
対

す
る

P
R

活
動

を
行

う
。

（
４

）
実

証
運

行
中

の
利

用
促

進
策

こ
れ

ま
で

全
く

バ
ス

を
利

用
し

た
こ

と
が

無
い

人
に

利
用

し
て

も
ら

う
た

め
、

潜
在

需
要

の
発

掘
に

努
め

る
。
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（
１

）
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
の

考
え

方

河
南

町
地

域
公

共
交

通
の

事
業

性
を

逐
次

評
価

し
、

事
業

の
継

続
性

や
、

利
用

者
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

改
善

等
を

行
う

た
め

、

河
南

町
地

域
公

共
交

通
の

P
D
C
A

を
実

施
す

る
。

事
業

の
達

成
目

標
を

設
定

（
P
la

n
）

し
、

事
業

理
念

を
踏

ま
え

た
上

で
交

通
事

業
者

に
よ

り
運

行
（

D
o
）

し
、

事
前

に

設
定

し
た

評
価

指
標

を
用

い
て

事
業

を
評

価
（

C
h
e
c
k
）

し
、

評
価

結
果

を
ふ

ま
え

た
運

行
内

容
の

見
直

し
（

A
c
ti
o
n
）

を

行
う

。

５
．

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

の
構

築
（

定
期

的
な

事
業

見
直

し
）
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（
２

）
プ

ロ
セ

ス

事
業

評
価

シ
ー

ト
を

用
い

て
、

定
期

的
に

事
業

評
価

を
行

い
、

事
業

改
善

を
行

う
。

事
業

の
実

施
状

況
に

応
じ

て
事

業
目

的
や

そ
の

評
価

手
法

も
変

化
す

る
た

め
、

事
業

評
価

シ
ー

ト
を

変
更

し
な

が
ら

P
D
C
A

を
行

う
。


